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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シャシフレームに設けたマウントブラケットと、該マウントブラケットに対してキャブフ
レームを傾動自在に接続するリンクレバーと、該リンクレバーの車両前方に取り付けたト
ーションバーと、前記キャブフレームを押し上げてキャブを傾倒させるティルトシリンダ
とを備え、前記マウントブラケットには、ティルトシリンダがキャブフレームを押し上げ
た際にリンクレバーの傾動によりトーションバーを係止させるティルトストッパを備えた
ことを特徴とするキャブティルト装置。
【請求項２】
トーションバーは端部でティルトストッパに係止するよう構成された請求項１記載のキャ
ブティルト装置。
【請求項３】
ティルトストッパが、マウントブラケットの一部を凸状に形成して構成された請求項１又
は２記載のキャブティルト装置。
【請求項４】
ティルトストッパの形状が、キャブのティルト角を決定するよう形成された請求項１、２
又は３記載のキャブティルト装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、トラック等のキャブティルト装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
エンジンの直上にキャブを配置したトラック等のキャブオーバ車においては、エンジン点
検等のためにキャブを前方に展開し得るように構成されており、より具体的には、図４～
図６に示す如く、シャシフレーム１の前端部に設けたマウントブラケット２と、該マウン
トブラケット２より後方に位置するようキャブ３側に形成したキャブフレーム４のヒンジ
ブラケット４ａとの間が、リンクレバー５によりピン６，７等の締結部材８，９を介して
連結され、また、キャブフレーム４のヒンジブラケット４ａにおけるピン７より後方の適
宜位置と、この位置より更に後方となるシャシフレーム１側の適宜位置との間が、油圧の
ティルトシリンダ１０によりピン１１，１２を介して傾動自在に連結されている。
【０００３】
ここで、リンクレバー５は、図５に示す如く、略平行に延在する二本の側部５ａと、二本
の側部５ａを上側で接続する上面部５ｂとを備えて形成されると共に、車両両側に夫々配
置されており、車両両側のリンクレバー５には、互いに連結されるよう、夫々、内側の側
部５ａで固定されるトーションバー１３を備えている。
【０００４】
又、リンクレバー５の上面部５ｂの先端には、外方へ延在する突起部５ｃを形成し、マウ
ントブラケット２の前方上側には、リンクレバー５の突起部５ｃに対応し得るよう略水平
な当接面１４を備えた受部１５を形成しており、キャブフレーム４のヒンジブラケット４
ａの所定位置には、ティルトシリンダ１０の作動を停止するスイッチ１６を設け、ティル
トシリンダ１０の伸長側腕部の先端には、スイッチ１６に係合する係止部１７を備えてい
る。更に、ヒンジブラケット４ａとリンクレバー５の間には、コイルバネ１８を配置する
と共に、ショックアブソーバ１９を配置している。
【０００５】
キャブ３を前方へ展開する際には、図４の初期状態からティルトシリンダ１０を伸長させ
ることにより、キャブフレーム４を介してキャブ３全体を斜め前方に押し上げ、マウント
ブラケット２のピン６を中心に傾動させてマウントブラケット２の受部１５の当接面１４
にリンクレバー５の突起部５ｃを係止させ、更に傾動の中心をマウントブラケット２のピ
ン６からリンクレバー５のピン７を中心に代えて傾動させ、キャブ３を前方へ展開する。
なお、キャブ３の前方への展開は、係止部１７とスイッチ１６が係合してティルトシリン
ダ１０の作動を停止することにより終了する。ここで、リンクレバー５に接続されたトー
ションバー１３は、走行時のキャブ３のロールを抑制すると共に、キャブ３の展開時に、
ティルトシリンダ１０へ力を伝えないよう、反ティルトシリンダ１０側へ力を伝達し得る
ようになっている。なお、キャブティルト装置に関しては、例えば、次の特許文献１等に
おいて開示がなされている。
【０００６】
【特許文献１】
特公昭６１－４８４５９号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、斯かる従来構造においては、マウントブラケット２の受部１５とリンクレ
バー５の突起部５ｃとからなるストッパ機構を構成するため、リンクレバー５等が複雑な
構造になり、製造コストが上昇するという問題があった。又、マウントブラケット２の受
部１５及びリンクレバー５の突起部５ｃは、ストッパ機構としての荷重に耐え得るよう構
成する必要があり、構造及び材質が制限されるという問題があった。
【０００８】
本発明は上述の実情に鑑みてなしたもので、ストッパ機構を簡易にして製造コストを低減
するキャブティルト装置を提供することを目的としている。
【０００９】
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【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１に記載の発明は、シャシフレームに設けたマウントブラケットと、該マ
ウントブラケットに対してキャブフレームを傾動自在に接続するリンクレバーと、該リン
クレバーの車両前方に取り付けたトーションバーと、前記キャブフレームを押し上げてキ
ャブを傾倒させるティルトシリンダとを備え、前記マウントブラケットには、ティルトシ
リンダがキャブフレームを押し上げた際にリンクレバーの傾動によりトーションバーを係
止させるティルトストッパを備えたことを特徴とするキャブティルト装置、に係るもので
ある。
【００１０】
本発明の請求項２に記載の発明は、トーションバーは端部でティルトストッパに係止する
よう構成された請求項１記載のキャブティルト装置、に係るものである。
【００１１】
本発明の請求項３に記載の発明は、ティルトストッパが、マウントブラケットの一部を凸
状に形成して構成された請求項１又は２記載のキャブティルト装置、に係るものである。
【００１２】
本発明の請求項４に記載の発明は、ティルトストッパの形状が、キャブのティルト角を決
定するよう形成された請求項１、２又は３記載のキャブティルト装置、に係るものである
。
【００１３】
而して、キャブを前方へ展開する際には、ティルトシリンダを伸長させることにより、キ
ャブフレームを介してキャブ全体を斜め前方に押し上げ、同時にマウントブラケットに対
してリンクレバーを傾動させることによりティルトストッパにトーションバーを所定位置
で係止させ、キャブが前方へ展開するティルト角を制限する。
【００１４】
このように、請求項１によれば、ティルトストッパにトーションバーを係止させることに
よりキャブの前方への展開を制限するので、リンクレバーにおいて係止用の突起部を不要
にして、キャブの展開を制限するストッパ機構を簡易な構造にし、結果的に製造コストを
低減することができる。又、トーションバーは、ストッパ機構として荷重に耐え得る構成
及び材質を初めから備えているので、トーションバーをそのまま利用可能であり、結果的
に、製造コストを低減すると共に、他の部分を含めて設計の自由度を著しく向上させるこ
とができる。
【００１５】
本発明の請求項２に示すごとく、トーションバーは端部でティルトストッパに係止するよ
う構成されると、トーションバー及びティルトストッパの僅かな設計変更でストッパ機構
を構成し得るので、製造コストを一層低減することができる。
【００１６】
本発明の請求項３に示すごとく、ティルトストッパが、マウントブラケットの一部を凸状
に形成して構成されると、ティルトストッパを簡易な構造で形成し得るので、製造コスト
を確実に低減することができる。
【００１７】
本発明の請求項４に示す如く、ティルトストッパの形状が、キャブのティルト角を決定す
ると、キャブの前方への展開を確実にティルト角に為すことができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１９】
図１～図３は本発明を実施する形態例を示すものである。
【００２０】
本形態例においては、シャシフレーム２０の前端部に取付部２１を介して設けたマウント
ブラケット２２と、該マウントブラケット２２より後方に位置するようキャブ２３のキャ
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ブフレーム２４側に形成したヒンジブラケット２５との間が、リンクレバー２６によりピ
ン２７，２８等の締結部材２９，３０を介して連結され、また、キャブ２３側のヒンジブ
ラケット２５におけるピン２８より後方の適宜位置と、この位置より更に後方となるシャ
シフレーム２０側の適宜位置との間が、油圧のティルトシリンダ３１により、リンク機構
３２，ピン３３を介して傾動自在に連結されている。
【００２１】
ここで、リンクレバー２６は、図２に示す如く、略平行に延在する二本の側部２６ａと、
二本の側部２６ａを上側で接続する上面部２６ｂとを備えて形成されると共に、車両両側
に夫々配置されており、車両両側のリンクレバー２６には、互いに連結されるよう、夫々
、二本の側部２６ａで固定されるトーションバー３４を備えている。一方、マウントブラ
ケット２２の車両前方の上部側面には凸状のティルトストッパ３５を備え、ティルトスト
ッパ３５の車両前方側の先端面には凹状の湾曲受面３６を形成している。
【００２２】
ティルトシリンダ３１には、ティルトシリンダ３１の伸長作動を停止する第一スイッチ３
７と、ティルトシリンダ３１の縮退作動を停止する第二スイッチ３８と、第一スイッチ３
７に係合する第一係止部３９と、第二スイッチ３８に係合する第二係止部４０とを備えて
いる。更に、ヒンジブラケット２５とリンクレバー２６の間には、エアスプリング４１を
配置すると共に、ショックアブソーバ４２を配置している。
【００２３】
以下、本発明の実施の形態例の作用を説明する。
【００２４】
キャブ２３を前方へ展開する際には、図１の初期状態からティルトシリンダ３１を伸長さ
せることにより、キャブフレーム２４を介してキャブ２３全体を斜め前方に押し上げ、マ
ウントブラケット２２のピン２７を中心に傾動させ、同時にマウントブラケット２２に対
してリンクレバー２６を傾動させることにより、所定のティルト角でティルトストッパ３
５の湾曲受面３６にトーションバー３４の端部を係止させ、更に傾動の中心をマウントブ
ラケット２２のピン２７からリンクレバー２６のピン２８を中心に代えて傾動させ、キャ
ブ２３を前方へ展開する。又、キャブ２３を初期状態に戻す際には、逆の手順で作動させ
ることによってキャブ２３を後方へ戻す。ここで、ティルトストッパ３５の湾曲受面３６
に係止するトーションバー３４の接触部分は、リンクレバー２６の二本の側部２６の間に
位置する端部が好ましいが、他の位置でもよい。なお、キャブ２３の前方への展開は、第
一係止部３９と第一スイッチ３７が係合してティルトシリンダ３１が伸長作動を停止する
ことにより終了し、キャブ２３を戻す作動は、第二係止部４０と第二スイッチ３８が係合
してティルトシリンダ３１が縮退作動を停止することにより終了する。
【００２５】
従って、リンクレバー２６に接続されたトーションバー３４は、走行時のキャブ２３のロ
ールを抑制すると共に、キャブ２３の展開時に、ティルトシリンダ３１へ力を伝えないよ
う、反ティルトシリンダ３１側へ力を伝達しており、更に、キャブ２３が前方へ展開する
ストッパ機構として作用する。
【００２６】
このように、ティルトストッパ３５にトーションバー３４を係止させることによりキャブ
２３の前方への展開を制限するので、リンクレバー２６において係止用の突起部を不要に
して、キャブ２３の展開を制限するストッパ機構を簡易な構造にし、結果的に製造コスト
を低減することができる。又、トーションバー３４は、ストッパ機構として荷重に耐え得
る構成及び材質を初めから備えているので、トーションバー３４をそのまま利用可能であ
り、結果的に、製造コストを低減すると共に、他の部分を含めて設計の自由度を著しく向
上させることができる。
【００２７】
トーションバー３４は端部でティルトストッパ３５に係止するよう構成されると、トーシ
ョンバー３４及びティルトストッパ３５の僅かな設計変更でストッパ機構を構成し得るの



(5) JP 4104441 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

で、製造コストを一層低減することができる。又、トーションバー３４の端部はリンクレ
バー２６の二本の側部２６ａで固定されるので、トーションバー３４を完全に固定し得る
と共に、ストッパ機構としての荷重に確実に耐えることができる。
【００２８】
ティルトストッパ３５が、マウントブラケット２２の一部を凸状に形成して構成されると
、ティルトストッパ３５を簡易な構造で形成し得るので、製造コストを確実に低減するこ
とができる。又、ティルトストッパ３５の先端を凹状の湾曲受面３６で形成すると、トー
ションバー３４を確実に係止することができる。
【００２９】
ティルトストッパ３５の形状が、キャブ２３のティルト角を決定すると、キャブ２３の前
方への展開を確実にティルト角に為すことができる。
【００３０】
なお、本発明のキャブティルト装置は、上述の形態例にのみ限定されるものではなく、本
発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００３１】
【発明の効果】
上記した本発明のキャブティルト装置によれば、下記の如き種々の優れた効果を奏し得る
。
【００３２】
（Ｉ）請求項１によれば、ティルトストッパにトーションバーを係止させることによりキ
ャブの前方への展開を制限するので、リンクレバーにおいて係止用の突起部を不要にして
、キャブの展開を制限するストッパ機構を簡易な構造にし、結果的に製造コストを低減す
ることができる。又、トーションバーは、ストッパ機構として荷重に耐え得る構成及び材
質を初めから備えているので、トーションバーをそのまま利用可能であり、結果的に、製
造コストを低減すると共に、他の部分を含めて設計の自由度を著しく向上させることがで
きる。
【００３３】
（ＩＩ）本発明の請求項２に示すごとく、トーションバーは端部でティルトストッパに係
止するよう構成されると、トーションバー及びティルトストッパの僅かな設計変更でスト
ッパ機構を構成し得るので、製造コストを一層低減することができる。
【００３４】
（ＩＩＩ）本発明の請求項３に示すごとく、ティルトストッパが、マウントブラケットの
一部を凸状に形成して構成されると、ティルトストッパを簡易な構造で形成し得るので、
製造コストを確実に低減することができる。
【００３５】
（ＩＶ）本発明の請求項４に示す如く、ティルトストッパの形状が、キャブのティルト角
を決定すると、キャブの前方への展開を確実にティルト角に為すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のキャブティルト装置を実施する形態を示す側面図である。
【図２】図１のリンクレバーとマウントブラケットの関係を示す概略図である。
【図３】図１のキャブを前方に倒した状態を示す側面図である。
【図４】従来のキャブティルト装置を示す側面図である。
【図５】図４のリンクレバーとマウントブラケットの関係を示す概略図である。
【図６】図４のキャブを前方に倒した状態を示す側面図である。
【符号の説明】
２０　　シャシフレーム
２２　　マウントブラケット
２３　　キャブ
２４　　キャブフレーム
２５　　ヒンジブラケット



(6) JP 4104441 B2 2008.6.18

２６　　リンクレバー
３１　　ティルトシリンダ
３４　　トーションバー
３５　　ティルトストッパ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(8) JP 4104441 B2 2008.6.18

フロントページの続き

(56)参考文献  実開平０６－０２９９８６（ＪＰ，Ｕ）
              実開平０６－０１８１６９（ＪＰ，Ｕ）
              特表２００２－５３６２４３（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５９－００１６７８（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B62D  33/06


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

